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生活道路の交通安全に係る新たな連携施策「ゾーン30プラス」の推進について

生活道路におけるゾーン対策については、「ゾーン30の整備方針について」（令和

３年４月５日付け交規発第302号。以下「旧通達」という。）に基づき、ゾーン30の

整備を推進してきたところであるが、この度、警察庁から別添○写 のとおり「生活道

路の交通安全に係る新たな連携施策「ゾーン30プラス」の推進について（通達）」（令

和３年８月26日付け警察庁丁規発第128号）が発出され、最高速度30キロメートル毎

時の区域規制と物理的デバイスとの適切な組合せにより交通安全の向上を図ろうとす

る区域を「ゾーン30プラス」として設定し、生活道路における人優先の安全・安心な

通行空間の整備の更なる推進を図ることとされたことから、道路管理者と緊密に連

携し、地域住民及び道路利用者等との合意形成を図りながら、実効性のある交通安

全対策に取り組まれたい。

なお、旧通達については廃止する。


























